
JP 5810820 B2 2015.11.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信パワーを可変に設定できる送信回路と、受信回路とを有する無線通信部と、
　前記無線通信部の制御処理を行う処理部と、
　を含み、
　前記処理部は、
　送信パワーを、通常データ通信時の第１の送信パワーよりも小さい第２の送信パワーに
設定して、特定の機器を宛先として指定しないグローバルアドレスが宛先判定用アドレス
のフィールドに設定されたペアリング対象機器の検索用パケットを送信し、
　前記検索用パケットを受信したペアリング対象機器から、前記グローバルアドレスが前
記宛先判定用アドレスのフィールドに設定され、ペアリング対象機器の機器ＩＤがペイロ
ードに設定された応答パケットを受信した場合に、ペアリングされた特定の機器を宛先と
して指定するためのユニークアドレスを前記機器ＩＤに基づき求め、前記送信パワーを、
前記第２の送信パワーよりも大きい第３の送信パワーに設定して、前記グローバルアドレ
スが前記宛先判定用アドレスのフィールドに設定され、前記ユニークアドレスがペイロー
ドに設定された通信設定用パケットを、ペアリング対象機器に送信する処理を行うことで
、ペアリング対象機器との間で前記ユニークアドレスの設定処理を行うことを特徴とする
無線通信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記処理部は、
　前記機器ＩＤに応じて応答時間が異なる前記応答パケットをペアリング対象機器から受
信して、前記ユニークアドレスの設定処理を行うことを特徴とする無線通信装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記宛先判定用アドレスを保持するアドレス保持レジスターを有し、
　前記処理部は、
　前記ユニークアドレスの設定処理として、前記ユニークアドレスがペイロードに設定さ
れた前記通信設定用パケットを、ペアリング対象機器に送信する処理を行うと共に、前記
アドレス保持レジスターに対して前記ユニークアドレスを書き込む処理を行うことを特徴
とする無線通信装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記処理部は、
　使用する通信周波数を前記通信設定用パケットのペイロードに設定して、ペアリング対
象機器に送信する処理を行うことを特徴とする無線通信装置。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　前記処理部は、
　前記ペアリング処理を終了する場合に、前記アドレス保持レジスターに対して前記グロ
ーバルアドレスを書き込む処理を行うことを特徴とする無線通信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　前記処理部は、
　前記通常データ通信を開始する場合には、前記宛先判定用アドレスのフィールドに前記
グローバルアドレスが設定された通信設定用パケットの通信処理を行うことを特徴とする
無線通信装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記機器ＩＤに基づいて、使用する通信周波数が設定され、前記機器ＩＤに基づきグル
ープ分けされる第１～第Ｎの機器グループに対して、第１～第Ｎの通信周波数の各通信周
波数を割り当てる場合に、
　前記処理部は、
　前記第１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数で、前記検索用パケットの通信処理を行う
ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の無線通信装置を含むことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置及び電子機器等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Bluetooth（登録商標）などに代表される近距離無線方式を実現する無線通信装
置が脚光を浴びている。このような無線通信装置の従来技術としては例えば特許文献１に
開示される技術がある。
【０００３】
　このような近距離の無線通信装置を内蔵する電子機器では、機器を最初に使用する際に
、接続相手を特定して通信接続を確立するためのペアリングが行われる。
【０００４】
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　ところが、従来のペアリングでは、ペアリング対象機器を検索する際に、無線通信装置
の送信回路の送信パワーを最大にして、広範囲に亘って搬送波を伝達させていた。この結
果、その範囲に存在する複数の機器が搬送波を受け取り、その搬送波を受け取った全ての
機器が応答を行うことになる。そして、これらの複数の機器からの応答を検知した場合に
、ユーザーが意図した機器ではない機器との間でペアリングが行われてしまったり、混信
によるペアリング通信の失敗などの事態が生じてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１５５３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の幾つかの態様によれば、意図した機器とのペアリングの成功率等を向上させる
ことができる無線通信装置及び電子機器等を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、送信パワーが可変に設定される送信回路と、受信回路とを有する無
線通信部と、前記無線通信部の制御処理を行う処理部と、を含み、前記処理部は、通常デ
ータ通信時には、前記送信回路の送信パワーを、第１の送信パワーに設定して、データの
通信処理を行い、ペアリング処理時には、前記送信回路の送信パワーを、前記第１の送信
パワーよりも小さい第２の送信パワーに設定して、前記ペアリング処理を行う無線通信装
置に関係する。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、通常データ通信時には、送信回路が第１の送信パワーに設定
されて、データの通信処理が行われる。一方、ペアリング処理時には、通常データ通信時
の第１の送信パワーよりも小さい第２の送信パワーに、送信回路の送信パワーが設定され
て、ペアリング処理が実行される。このようにすれば、ペアリング処理時において、送信
信号の搬送が及ぶ範囲を限定することが可能になり、意図しない機器が応答してペアリン
グが行われてしまったり、複数の機器が応答することで混信が生じるなどの事態を抑止で
きる。これにより、意図した機器とのペアリングの成功率等を向上させることが可能にな
る。
【０００９】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記ペアリング処理の最初に行われるペアリ
ング対象機器の検索用パケットの通信時に、前記送信回路の送信パワーを、前記第２の送
信パワーに設定し、前記検索用パケットの通信後に、前記送信回路の送信パワーを、前記
第２の送信パワーよりも大きい第３の送信パワーに設定して、ペアリング処理用のパケッ
トの通信処理を行ってもよい。
【００１０】
　このようにすれば、検索用パケットの通信時には、小さい第２の送信パワーに設定され
ることで、当該検索用パケットが伝達される範囲を限定でき、意図した機器が応答してペ
アリングが行われてしまう事態などを抑止できる。一方、検索用パケットの通信後に通信
されるペアリング処理用のパケットについては、大きな第３の送信パワーに設定されて通
信されるため、ペアリング処理時の高品質な通信品質を維持できようになる。
【００１１】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記通常データ通信用のパケットに対しては
、パケットの宛先判定用アドレスとして、ペアリングされた特定の機器を宛先として指定
するユニークアドレスを設定し、前記検索用パケットに対しては、前記宛先判定用アドレ
スとして、特定の機器を宛先として指定しないグローバルアドレスを設定してもよい。
【００１２】
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　このようにすれば、通常データ通信時には、物理的な混信が発生する状況であっても、
宛先判定用アドレスとしてユニークアドレスを設定することで、混信を排除できるように
なる。また、検索用パケットの宛先判定用アドレスとしてグローバルアドレスを設定する
ことで、特定の機器に限定せずに、検索用パケットを伝達することが可能になる。
【００１３】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記検索用パケットの通信後に、前記送信回
路の送信パワーを前記第３の送信パワーに設定して、前記宛先判定用アドレスとして前記
グローバルアドレスが設定された通信設定用パケットの通信処理を行い、前記通信設定用
パケットにより前記ユニークアドレスの設定処理を行ってもよい。
【００１４】
　このようにすれば、検索用パケットの通信時に使用される第２の送信パワーよりも大き
な第３の送信パワーに送信回路の送信パワーが設定されて、通信設定用パケットの通信が
行われるようになる。従って、通信設定用パケットの通信時における雑音耐性等を向上さ
せることが可能になり、ユニークアドレスの設定処理等における通信品質を向上できる。
【００１５】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記検索用パケットを受信したペアリング対
象機器が応答パケットを送信した場合に、前記応答パケットに設定された機器ＩＤに基づ
いて、前記ユニークアドレスの設定処理を行ってもよい。
【００１６】
　このようにすれば、検索用パケットに応答したペアリング対象機器からの機器ＩＤに基
づいて、ユニークアドレスを設定できるようになるため、当該ペアリング対象機器との適
正なペアリング処理を実現できる。
【００１７】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記機器ＩＤに応じて応答時間が異なる前記
応答パケットをペアリング対象機器から受信して、前記ユニークアドレスの設定処理を行
ってもよい。
【００１８】
　このようにすれば、検索用パケットの応答パケット等についての混信の発生等を低減で
きるようになる。
【００１９】
　また本発明の一態様では、前記宛先判定用アドレスを保持するアドレス保持レジスター
を有し、前記処理部は、前記ユニークアドレスの設定処理として、前記ユニークアドレス
がペイロードに設定された前記通信設定用パケットを、ペアリング対象機器に送信する処
理を行うと共に、前記アドレス保持レジスターに対して前記ユニークアドレスを書き込む
処理を行ってもよい。
【００２０】
　このようにすれば、ユニークアドレスが設定された通信設定用パケットを送信すること
で、宛先判定用アドレスとなるユニークアドレスを、ペアリング対象機器に伝えることが
可能になる。また、ユニークアドレスをアドレス保持レジスターに保持しておくことで、
自身が送信するパケットの宛先判定用アドレスに、ユニークアドレスを設定して、ペアリ
ング対象機器に送信できるようになる。
【００２１】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、使用する通信周波数を前記通信設定用パケッ
トのペイロードに設定して、ペアリング対象機器に送信する処理を行ってもよい。
【００２２】
　このようにすれば、受信状況が良くない場合に、通信周波数を変更して、混信の発生等
を抑止できるようになる。
【００２３】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記ペアリング処理の終了時に、前記アドレ
ス保持レジスターに対して前記グローバルアドレスを書き込む処理を行ってもよい。
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【００２４】
　このようにすれば、ペアリング処理の後に行われる処理では、ユニークアドレスの設定
ではなく、グローバルアドレスの設定により当該処理のセッションが開始されるようにな
る。従って、ペアリングにより対応づけられる機器が固定化されてしまうなどの事態を抑
止できる。
【００２５】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記通常データ通信の開始時には、前記宛先
判定用アドレスとして前記グローバルアドレスが設定された通信設定用パケットの通信処
理を行ってもよい。
【００２６】
　このようにすれば、通常データ通信のセッションでは、ユニークアドレスの設定ではな
く、グローバルアドレスの設定により当該セッションが開始されるようになる。従って、
ペアリングにより対応づけられる機器が固定化されてしまうなどの事態を抑止できる。
【００２７】
　また本発明の一態様では、前記処理部は、前記送信回路の送信パワーを前記第２の送信
パワーに設定して、シングルパケットの前記検索用パケットの通信処理を行い、前記シン
グルパケットの前記検索用パケットの通信後に、前記送信回路の送信パワーを前記第２の
送信パワーから前記第３の送信パワーに切り替えてもよい。
【００２８】
　このように検索用パケットがシングルパケットであれば、送信パワーが小さくても、機
器検索が失敗する確率を低減できる。また、シングルパケットの検索用パケットの送信後
は、大きな第３の送信パワーに設定することで、ペアリング処理における安定したパケッ
ト送信を実現できるようになる。
【００２９】
　また本発明の一態様では、前記無線通信部は、パケットの受信に成功した場合には、自
動的にアクノリッジパケットを返信して、パケットの受信に成功したことを前記処理部に
通知し、パケットの受信に所与の回数だけ失敗した場合に、パケットの受信に失敗したこ
とを前記処理部に通知してもよい。
【００３０】
　このようにすれば、パケット処理についての処理部の処理の占有時間を減らすことが可
能になり、処理部の処理負荷の軽減等を図れる。
【００３１】
　また本発明の一態様では、各機器の機器ＩＤに基づいて、使用する通信周波数が設定さ
れ、前記機器ＩＤに基づきグループ分けされる第１～第Ｎの機器グループの各機器グルー
プに対して、第１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数が割り当てられる場合に、前記処理
部は、前記第１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数で、前記検索用パケットの通信処理を
行ってもよい。
【００３２】
　このようにすれば、小さい第２の送信パワーで検索用パケットを送信した場合にも、混
信等が生じる事態を最小限に抑えることが可能になる。
【００３３】
　また本発明の他の態様は、上記のいずれかに記載の無線通信装置を含む電子機器に関係
する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本実施形態の無線通信装置の構成例。
【図２】本実施形態の無線通信装置の詳細な構成例。
【図３】本実施形態の無線通信装置を利用した計測システムのシステム構成例。
【図４】計測システムにより生成される表示画像の例。
【図５】本実施形態の処理を説明するフローチャート。
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【図６】図６（Ａ）～図６（Ｄ）は本実施形態で使用されるパケットのフォーマット例。
【図７】ペアリング時における本実施形態の詳細な処理例を説明する通信シーケンス図。
【図８】ペアリング時における本実施形態の詳細な処理例を説明する通信シーケンス図。
【図９】通常データ通信時における本実施形態の詳細な処理例を説明する通信シーケンス
図。
【図１０】機器ＩＤに基づいて応答パケットの応答時間を設定する手法の説明図。
【図１１】図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）はＡＣＫの自動返信処理の説明図。
【図１２】図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）は無線通信周波数の変更手法の説明図。
【図１３】図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）は本実施形態の無線通信装置を含む電子機器の構
成例。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお以下に説明する本実施
形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施
形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００３６】
　１．構成
　図１に本実施形態の無線通信装置の構成例を示す。この無線通信装置は、送信回路３０
及び受信回路４０を有する無線通信部１０と、無線通信部の制御処理を行う処理部６０を
含む。また、種々の情報を記憶する記憶部８０を含むことができる。
【００３７】
　具体的には無線通信部１０は、物理層回路２０とリンク層回路５０を含む。物理層回路
２０は、無線通信装置の物理層の処理を行う回路であり、機器同士の物理的な接続に関す
る処理を行う。この物理層回路２０は、パワーアンプなどを有する送信回路３０と、低ノ
イズアンプなどを有する受信回路４０を含み、アンテナＡＮＴを介した他の機器との無線
による情報の送受信を実現する。なお、アンテナＡＮＴは、無線通信装置を実現するＩＣ
（集積回路装置）に内蔵されるインダクター素子により実現してもよいし、ＩＣの外付け
部品により実現しもてよい。
【００３８】
　リンク層回路５０は、無線通信装置のリンク層の処理を行う回路であり、機器同士の論
理的な接続に関する処理を行う。具体的にはリンク層回路５０は、パケットの生成処理、
パケットの解析処理、パケットのバッファリング処理、エラーチェック処理などを行う。
【００３９】
　処理部６０は、無線通信装置の全体の制御処理や、リンク層の上位の層（例えばネット
ワーク層、トランスポート層、セッション層等）の処理を行う。この処理部６０の機能は
、ＣＰＵ等の各種プロセッサやＡＳＩＣなどのハードウェア回路や、このハードウェア回
路上で動作するプログラムなどにより実現できる。
【００４０】
　記憶部８０は、パケットのペイロードにより転送される各種データや、通信制御等のた
めの各種の制御情報を記憶する。例えば記憶部８０はレジスター部８２を有し、このレジ
スター部８２のレジスターに、通信制御等のための各種の制御情報が記憶される。この記
憶部８０の機能は、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ等の揮発性のメモリーや、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮
発性のメモリーなどにより実現できる。
【００４１】
　図２に本実施形態の無線通信装置の詳細な構成例を示す。なお、本実施形態の無線通信
装置の構成は、前述の図１の構成や図２の構成には限定されず、その一部の構成要素を省
略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【００４２】
　図２では、物理層回路２０として、送信回路３０、受信回路４０、シンセサイザー部２
２が設けられている。またリンク層回路５０として、リンクコントローラー５２、送信バ
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ッファー５４、受信バッファー５６等が設けられている。
【００４３】
　送信回路３０は、パワーアンプＰＡ、送信信号生成部３２、フィルター部３４、変調部
３６を含む。変調部３６は、送信バッファー５４から送信データを受け、ＧＦＳＫ（Gaus
sian Frequency Shift Keying）やＦＳＫ（Frequency Shift Keying）などの変調処理を
行う。変調後の送信データは、送信回路用のフィルター部３４を介して、送信信号生成部
３２に入力される。送信信号生成部３２は、シンセサイザー部２２から搬送波の信号（例
えば２．４ＧＨｚ等）を受け、変調後の送信データに基づく送信信号をパワーアンプＰＡ
に出力する。そしてパワーアンプＰＡは、送信信号（差動の送信信号）を増幅して、アン
テナＡＮＴに対して出力する。
【００４４】
　受信回路４０は、低ノイズアンプＬＮＡ、ミキサー部４２、フィルター部４４、復調部
４６を含む。低ノイズアンプＬＮＡは、アンテナＡＮＴから入力されるＲＦの受信信号（
差動の受信信号）を低ノイズで増幅する。ミキサー部４２は、増幅後の受信信号と、シン
セサイザー部２２（クロック生成回路、ＰＬＬ回路、局所周波数生成回路）からの信号（
ローカル信号、局所周波数信号）のミキシング（混合）処理を行って、ダウンコンバージ
ョンを実行する。受信回路用のフィルター部４４は、ダウンコンバージョン後の受信信号
のフィルター処理を行う。具体的には、フィルター部４４は、複素フィルターなどで実現
されるバンドパスのフィルター処理を行い、イメージ除去を行いながらベースバンド信号
を抽出する。復調部４６は、フィルター部４４からの信号に基づいて復調処理を行う。例
えば送信側においてＧＦＳＫやＦＳＫで変調された信号の復調処理を行い、復調後の受信
データを受信バッファー５６に出力する。
【００４５】
　リンクコントローラー５２は、リンク層の処理を行う。具体的には、送信パケットの生
成処理や、受信パケットの解析処理や、エラーチェック処理や、後述するＡＣＫ（アクノ
リッジ）の自動返信処理などを行う。送信バッファー５４は、送信回路３０により送信さ
れるデータ（送信パケット）のバッファリングを行う。受信バッファー５６は、受信回路
４０により受信されたデータ（受信パケット）のバッファリングを行う。インターフェー
ス部５８は、無線通信部１０と処理部６０とのインターフェース処理を行う。このインタ
ーフェース処理は、例えばＳＰＩ（Serial Peripheral Interface）などにより実現でき
る。例えば処理部６０は、インターフェース部５８を介したレジスター設定により、無線
通信部１０の通信処理等の制御を行う。
【００４６】
　２．計測システム
　図３に本実施形態の無線通信装置を利用した計測システムのシステム構成例を示す。こ
の計測システムは、腕時計タイプの計測機器１００（センサー装置）、クレードル１１０
、ＰＣ２００（パーソナルコンピューター）、サーバーシステム４００を含む。
【００４７】
　計測機器１００は、ユーザーの脈拍等をセンシングし、センシングされた脈拍等や、ユ
ーザーの体重、身長、年齢等に基づいて、例えば消費カロリー、歩数などを計測し、得ら
れた計測データ（運動データ）を、ＥＥＰＲＯＭ（例えばフラッシュメモリー）などの不
揮発性の記憶部に保存する。
【００４８】
　ユーザーが計測機器１００のボタンを操作し、計測データの送信を指示すると、不揮発
性の記憶部に保存された計測データが無線通信によりクレードル１１０に送信される。ク
レードル１１０は、例えばＵＳＢ等の有線通信によりＰＣ２００と接続されており、計測
機器１００からの計測データは有線通信を介してＰＣ２００に送信される。
【００４９】
　ＰＣ２００には、計測機器１００と連携するためのソフトウェアーが予めインストール
されており、計測機器１００からの計測データは、当該ソフトウェアーによりネットワー
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ク３００を介して外部のサーバーシステム４００に送信される。
【００５０】
　ネットワーク３００は、例えばインターネットや無線ＬＡＮ等を利用した通信路であり
、直接接続のための専用線やインサーネット（登録商標）等によるＬＡＮの他、電話通信
網やケーブル網や無線ＬＡＮ等の通信網を含むことができる。
【００５１】
　サーバーシステム４００は、ネットワーク３００を介して、ユーザーに対して運動プロ
グラムサービスを提供する。即ち、サーバーシステム４００は、ＰＣ２００からネットワ
ーク３００を介して受信した計測データ（運動データ）のデータ処理を行い、例えば消費
カロリーの時系列情報などの表示用データを生成し、その表示用データをネットワーク３
００を介してＰＣ２００に送信する。例えば、表示用データはＨＴＭＬ形式で提供され、
ＰＣ２００は、その表示用データをウェブブラウザー等により、ＬＣＤ等の表示部に表示
する。
【００５２】
　図４に、本実施形態の計測システムによりＰＣ２００の表示部に表示される表示画像の
例を示す。図４のＡ１は、ウェブブラウザーの表示領域を表している。Ａ２に示すユーザ
ー設定情報の表示領域には、ユーザーの現在の体重や目標体重などが表示される。Ａ３に
示すメニュー表示領域には、ユーザーが運動プログラムサービスを操作するためのメニュ
ーが表示される。Ａ４に示す運動データの表示領域には、ユーザーの運動による消費カロ
リーが時系列に表示される。
【００５３】
　３．本実施形態の手法
　３．１　ペアリング時の送信パワーの制御
　図３の計測システムでは、計測機器１００、クレードル１１０の各々に対して、本実施
形態の無線通信装置が設けられ、これらの無線通信装置の間で、運動データ等の計測デー
タが無線通信される。そして、このような計測データの無線通信を行う場合に、ユーザー
が計測機器１００を初めて使用する際に、機器間（計測機器とクレードルとの間）で、接
続相手を特定して通信接続を確立するためのペアリングが行われる。このペアリングは、
接続相手となる機器をお互い登録し、登録された機器との接続を許可する操作である。ペ
アリングが終了して、接続相手となる機器がお互いに登録されると、２回目以降は、これ
らの機器は自動的にお互いに認識されて通信接続が確立されるようになる。
【００５４】
　ところが、このペアリングの際に、図１、図２の送信回路３０（パワーアンプ）が、送
信パワーを最大にして送信信号を出力すると、送信信号である搬送波が広範囲に亘って伝
達してしまう。従って、ユーザーが通信接続を意図する図３の計測機器１００のみならず
、通信接続を意図しない他の計測機器１０２に対しても搬送波が伝達してしまう。このた
め、ユーザーが所望する計測機器１００のみならず、他の計測機器１０２も搬送波に対し
て応答してしまう。この結果、ユーザーが意図しない計測機器１０２との間でペアリング
が行われてしまったり、混信によるペアリング通信の失敗などの事態が生じてしまう。例
えば計測機器１００、１０２の両方が同じタイミングで応答してしまうと、混信が生じ、
ペアリングによる通信が失敗する事態を招く。
【００５５】
　このような課題を解決するために本実施形態では、ペアリング対象機器を検索する際に
、微弱な送信パワー（送信強度）の搬送波を使用することで、搬送波の伝達範囲を限定化
する。そして、搬送波に応答する機器の絶対数を制限することによって、ユーザーが意図
する機器とのペアリングを行いやすくして、意図した機器との高いペアリング成功率を実
現する。そして、ペアリング対象機器の検索後に送信されるパケットについては、通常の
送信パワーの搬送波を使用することで、ペアリング手順自体の通信品質については低下し
ないようにする。
【００５６】
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　具体的には図１、図２の送信回路３０は、送信パワーが可変に設定できるようになって
いる。例えば送信回路３０が出力する送信信号の電圧振幅等が可変に制御される。この送
信パワーの制御は、例えば送信回路３０のパワーアンプＰＡを制御することで実現できる
。一例としては、パワーアンプＰＡに、増幅用トランジスタにより構成される増幅部と、
増幅部に直列に接続されるＬＣ負荷回路を設ける。そして、このＬＣ負荷回路を構成する
インダクター素子のインダクタンス値及びキャパシターの容量値の少なくとも一方を制御
することで、送信信号の電圧振幅を制御して、送信パワーを制御する。
【００５７】
　そして本実施形態では処理部６０は、通常データ通信時には、送信回路３０（パワーア
ンプ）の送信パワーを、第１の送信パワーに設定して、データの通信処理を行う。一方、
ペアリング処理時には、後述する図５のＳ２，図７のＳ２２に示すように、送信回路３０
の送信パワーを、第１の送信パワーよりも小さい第２の送信パワーに設定して、ペアリン
グ処理を行う。
【００５８】
　例えばデフォルトの送信パワーである第１の送信パワーを０ｄＢとした場合に、第２の
送信パワーを例えば－１８ｄＢ程度にする。これにより、デフォルトの第１の送信パワー
では、搬送波の伝達範囲が例えば１０ｍ程度であったものが、ペアリング時の第２の送信
パワーでは、搬送波の伝達範囲が例えば１ｍ程度に限定される。従って、図３において、
クレードル１１０から離れた位置にある計測機器１０２との間でのペアリングは行われず
、クレードル１１０に近い位置にある計測機器１００（或いは、クレードル１１０に取り
付けられた計測機器）との間だけで、ペアリングが行われるようになる。この結果、ユー
ザーが意図しない計測機器１０２との間でペアリングが行われてしまったり、混信による
ペアリング通信の失敗が生じてしまうなどの事態を防止できるようになり、意図した機器
との高いペアリング成功率を実現できる。
【００５９】
　なお、第１の送信パワーに設定される通常データ通信とは、図３における計測データ等
の通常データ（アプリケーションデータ）の無線通信である。また、送信パワーは、ペア
リング処理の全ての期間において第２の送信パワーに設定されている必要はなく、少なく
ともペアリング処理の最初の期間において第２の送信パワーに設定されていればよい。ま
た、送信パワーの設定は、処理部６０が、図２のインターフェース部５８を介して、無線
通信部１０の送信パワー制御用のレジスターに送信パワーの設定値を書き込むことで実現
できる。このような送信パワーの設定値が書き込まれると、その設定値に基づいてパワー
アンプＰＡのＬＣ負荷回路のインダクタンス値や容量値等が設定されて、送信信号の電圧
振幅が制御されることで、送信パワーが制御されるようになる。
【００６０】
　更に具体的には、処理部６０は、後述する図５のＳ２、図７のＳ２２に示すように、ペ
アリング処理の最初に行われるペアリング対象機器の検索用パケット（サーチコマンドが
設定されたパケット）の通信時に、送信回路３０の送信パワーを、第１の送信パワーより
も小さい第２の送信パワーに設定する。ここで検索用パケットは、自身の機器の周囲に、
ペアリング候補となる機器が存在するか否かを検索するためのパケットである。
【００６１】
　そして処理部６０は、後述する図５のＳ５、図７のＳ２３に示すように、検索用パケッ
トの通信後に、送信回路の送信パワーを、第２の送信パワーよりも大きい第３の送信パワ
ー（ＰＷ１）に設定して、ペアリング処理用のパケットの通信処理を行い、例えばペアリ
ング対象機器とのセッション確立処理等を行う。即ち、ペアリング処理での最初のパケッ
トの送信時には、第２の送信パワーに設定し、その後のペアリング処理用のパケットの送
信時には、第２の送信パワーよりも大きい第３の送信パワーに設定する。
【００６２】
　ここで、ペアリング処理用のパケットは、検索用パケットによりペアリングの候補とな
る機器が検索された後、各機器との間で必要な情報を交換したり、接続相手となる機器を
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お互い登録して当該機器との接続を確立ために使用されるパケットである。
【００６３】
　また、ペアリング処理用のパケットの通信時に使用される第３の送信パワーは、通常デ
ータ通信時に使用される第１の送信パワーと同じ送信パワーであってもよいし、第１の送
信パワーと第２の送信パワーの間の送信パワーであってもよい。
【００６４】
　このように検索用パケットの通信時に、微弱な第２の送信パワーに設定することで、検
索用パケットの搬送波が及ぶ範囲を限定し、当該検索用パケットに応答してパケットを返
信する機器の絶対数を制限することができる。これにより、ユーザーが意図する機器との
ペアリングが容易になり、意図した機器との高いペアリング成功率を実現できる。
【００６５】
　そして、検索用パケットの後に通信されるペアリング処理用のパケット（通信設定用パ
ケット等）については、第２の送信パワーよりも大きい第３の送信パワーで送信する。こ
うすることで、ペアリング処理の通信品質については低下しないようになり、安定したペ
アリング処理を実現できるようになる。
【００６６】
　また処理部６０は、後述する図６（Ｂ）に示すように、通常データ通信用のパケットに
対しては、パケットの宛先判定用アドレスとして、ペアリングされた特定の機器を宛先と
して指定するユニークアドレスを設定する。即ち、計測データ等のアプリケーションデー
タがペイロードに設定された通常データ通信用のパケットを通信する際には、当該パケッ
トの宛先判定用アドレスとして、ユニークアドレスを設定する。なお、通常データ通信の
開始時においては、パケットの宛先判定用アドレスとしてグローバルアドレスを設定する
ことが望ましい。
【００６７】
　一方、処理部６０は、後述する図６（Ｃ）に示すように、検索用パケットに対しては、
宛先判定用アドレスとして、特定の機器を宛先として指定しないグローバルアドレスを設
定する。即ち、ペアリング処理の最初に通信される検索用パケットに対しては、宛先判定
用アドレスとして、ユニークアドレスではなくグローバルアドレスを設定する。
【００６８】
　ここで、グローバルアドレスは、特定の機器を指定せずに、ブロードキャストでパケッ
トを送信するためのアドレスであり、例えば全ての機器に共通に使用されるアドレスであ
る。一方、ユニークアドレスは、検索用パケットに対する応答として取得した機器ＩＤ（
identification）などに基づいて設定されるアドレスであり、ペアリングされた機器を一
意に指定するアドレスである。また、宛先判定用アドレスは、例えばパケットのペイロー
ド以外のフィールドに設定され、当該パケットを受信した機器が、当該パケットの宛先が
自身宛のものなのか否かを判定するためのアドレス（識別情報）である。この宛先判定用
アドレスは、例えば処理部６０が、インターフェース部５８を介して無線通信部１０のレ
ジスターに対して設定する。すると、無線通信部１０のリンクコントローラー５２が、パ
ケットの生成時（組立時）に、処理部６０によりレジスターに設定された宛先判定用アド
レスを、パケットのアドレスフィールドに設定し、当該パケットの送信処理を行う。
【００６９】
　以上のように通常データ通信用のパケットに対してユニークアドレスを設定することで
、ペアリングにより対応づけられた機器同士で、通常データを適正に送受信できるように
なる。また、検索用パケットに対してグローバルアドレスを設定することで、当該機器の
周囲の機器に対して、宛先を特定せずに検索用パケットを送信して、ペアリング処理を正
常に開始することが可能になる。
【００７０】
　この場合に、処理部６０は、後述する図７のＳ２３に示すように、検索用パケットの通
信後に、送信回路３０の送信パワーを第３の送信パワー（ＰＷ１）に設定して、宛先判定
用アドレスとしてグローバルアドレスが設定された通信設定用パケットの通信処理を行う
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。そして、この通信設定用パケットによりユニークアドレスの設定処理を行う。
【００７１】
　このようにすれば、検索用パケットにより検索されて応答して来た機器に対して、宛先
判定用アドレスとしてグローバルアドレスが設定された通信設定用パケットを送信して、
その機器との間の通信で使用されるユニークアドレスを設定できるようになる。そして、
この通信設定用パケットについては、微弱な第２の送信パワーではなく、第２の送信パワ
ーよりも大きな第３の送信パケットで送信されるため、相手の機器との間との確実な通信
設定処理を実現できるようになる。
【００７２】
　また処理部６０は、検索用パケットを受信したペアリング対象機器が応答パケットを送
信した場合に、後述する図７のＳ２４等に示すように、その応答パケットに設定された機
器ＩＤに基づいて、ユニークアドレスの設定処理を行う。即ち、検索用パケットを送信し
、その検索用パケットを受信したペアリング対象機器が、機器ＩＤを含む応答パケットを
送信して来ると、処理部６０は、その機器ＩＤに基づいてユニークアドレスを設定する。
例えば、４バイトの機器ＩＤ＋０ｘＥ７の合計５バイトのユニークアドレスを設定する。
具体的には処理部６０は、機器ＩＤを含む応答パケットを受信すると、機器ＩＤに基づい
てユニークアドレスを算出する。そして、上述のように宛先判定用アドレスとしてグロー
バルアドレス（例えば０ｘＥ７Ｅ７Ｅ７Ｅ７Ｅ７）が設定された通信設定用パケットをペ
アリング対象機器に送信することで、ペアリング対象機器との間でのユニークアドレスの
設定処理を実現する。
【００７３】
　この場合に処理部６０は、後述する図１０に示すように、機器ＩＤに応じて応答時間が
異なる応答パケットをペアリング対象機器から受信して、ユニークアドレスの設定処理を
行ってもよい。即ち、検索用パケットを受信したペアリング対象機器は、機器ＩＤに基づ
いて応答時間（ウェイト時間）を算出し、算出された応答時間の経過後に、機器ＩＤを含
む応答パケットを送信する。すると、処理部６０は、このように機器ＩＤに応じて応答時
間が異なる応答パケットを受信して、上述のような通信設定用パケットの通信処理を行い
、ユニークアドレスの設定処理等を行う。
【００７４】
　また図１、図２に示すように、例えば記憶部８０には、宛先判定用アドレスを保持する
アドレス保持レジスター８４が設けられる。そして処理部６０は、ユニークアドレスの設
定処理として、ユニークアドレスがペイロードに設定された通信設定用パケットを、ペア
リング対象機器に送信する処理を行うと共に、後述する図７のＳ２４に示すように、アド
レス保持レジスター８４に対してユニークアドレスを書き込む処理を行う。即ち、ペアリ
ング対象機器から機器ＩＤを含む応答パケットを受信すると、上述のように機器ＩＤに基
づいてユニークアドレスを算出し、算出されたユニークアドレスをアドレス保持レジスタ
ー８４に書き込んで情報を保持する。また、後述する図６（Ｄ）に示すように、算出され
たユニークアドレスがペイロードに設定された通信設定用パケットを、ペアリング対象機
器に送信する処理を行って、ペアリング対象機器との間でのユニークアドレスの設定処理
を実現する。
【００７５】
　この場合に処理部６０は、後述する図６（Ｄ）に示すように、使用する通信周波数を通
信設定用パケットのペイロードに設定して、ペアリング対象機器に送信する処理を行って
もよい。即ち、ユニークアドレスのみならず、使用する通信周波数を通信設定用パケット
のペイロードに設定して、ペアリング対象機器に送信する。このようにすることで、ペア
リング対象機器との間で使用する通信周波数を可変に設定できるようになり、混信の発生
を抑制できるようになる。
【００７６】
　また処理部６０は、後述する図８のＳ２７に示すように、ペアリング処理の終了時（セ
ッション終了時）に、アドレス保持レジスター８４に対してグローバルアドレスを書き込



(12) JP 5810820 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

む処理を行う。即ち、ユニークアドレスの通信設定を解除して、グローバルアドレスを設
定して、セッションを終了するようにする。
【００７７】
　また処理部６０は、後述する図９のＳ４１等に示すように、通常データ通信の開始時（
セッション開始時）には、宛先判定用アドレスとしてグローバルアドレスが設定された通
信設定用パケットの通信処理を行う。即ち、通常データ通信の開始時には、ユニークアド
レスではなくグローバルアドレスで通信設定用パケットの通信処理を行うようにする。
【００７８】
　このようにすれば、ペアリング処理の後の通常データ通信のセッションでは、ユニーク
アドレスの設定ではなく、グローバルアドレスの設定により当該セッションが開始される
ようになる。従って、ペアリングにより対応づけられる機器が固定化されてしまう事態を
抑止できるようになる。例えば図３において、自宅においては、自宅ＰＣと計測機器１０
０をペアリングにより対応づけ、会社においては、会社ＰＣと計測機器１００をペアリン
グにより対応づけることが可能になる。
【００７９】
　また処理部６０は、送信回路３０の送信パワーを第２の送信パワーに設定して、シング
ルパケットの検索用パケットの通信処理を行う。即ち、微弱の第２の送信パワーでは、１
つの検索用パケットだけを送信するようにする。そしてシングルパケットの検索用パケッ
トの通信後に、送信回路３０の送信パワーを第２の送信パワーから第３の送信パワーに切
り替える。即ち、１つめのシングルパケットの検索用パケットだけを微弱な第２の送信パ
ワーで送信し、その後のパケットについては、第２の送信パワーよりも大きな第３の送信
パワーで送信するようにする。
【００８０】
　このように検索用パケットをシングルパケットとすれば、送信パワーが微弱であっても
、機器検索が失敗する可能性を低減できる。また、シングルパケットの検索用パケットの
送信後は、大きな第３の送信パワーに設定することで、ペアリング処理における安定した
パケット送信を実現できるようになる。
【００８１】
　この場合に無線通信部１０は、後述する図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）で説明するように
、アクノリッジ（ＡＣＫ）の自動返信を行う。具体的には無線通信部１０は、パケットの
受信に成功した場合には、自動的にアクノリッジパケットを相手機器に返信して、パケッ
トの受信に成功したことを処理部６０に通知する。例えば、受信成功を通知するレジスタ
ーに対して受信成功のステータスを書き込むことで、処理部６０に受信成功を通知する。
そして無線通信部１０は、パケットの受信に所与の回数だけ失敗した場合に、パケットの
受信に失敗したことを処理部６０に通知する。
【００８２】
　即ち、パケットの受信に失敗した場合には、直ぐには処理部６０に通知せず、例えばア
クノリッジを自動返信せずに、相手機器からのパケットの再送を待つ。そして、処理部６
０により設定された所与の回数だけ受信に失敗した時に初めて、パケットの受信の失敗を
処理部６０に通知するようにする。このようにすることで、処理部６０は、所与の回数だ
けパケットの受信に不成功で、受信の失敗が通知されるまで、他の処理を行うことが可能
なる。従って、パケット処理に対する処理部６０の処理の占有時間を減らすことが可能に
なり、処理部６０の処理負荷の軽減等を図れる。
【００８３】
　そして、検索用パケットの送信時に微弱な第２の送信パワーに設定すると、無線の電波
強度が低くなるため、アクノリッジの自動返信処理が機能して、所与の回数だけパケット
の再送処理が行われやすくなる。しかしながら、検索用パケットをシングルパケットにす
れば、このようなアクノリッジの自動返信処理による再送処理が行われても、検索用パケ
ットの通信の成功に長い時間を要してしまう事態を抑止できるようになる。
【００８４】
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　また、本実施形態では、後述する図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）で説明するように、各機
器の機器ＩＤに基づいて、使用する通信周波数を設定し、当該機器ＩＤに基づきグループ
分けされる第１～第Ｎの機器グループの各機器グループに対して、第１～第Ｎの通信周波
数の各通信周波数が割り当てる。
【００８５】
　この場合に処理部６０は、これらの第１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数で、検索用
パケットの通信処理を行う。このようにすることで、微弱な第２の送信パワーで検索用パ
ケットを送信した場合にも、混信等が生じる事態を最小限に抑えることが可能になる。
【００８６】
　３．２　処理例、パケットフォーマット例
　次に本実施形態の処理例及びパケットのフォーマットの例について説明する。図５は、
本実施形態の処理例を説明するフローチャートである。
【００８７】
　ここで、ＤＥＶＸは例えば図３のクレードル１１０（クレードルに内蔵される無線通信
装置）であり、ＤＥＶＹは、例えば計測機器１００（計測機器に内蔵される無線通信装置
）である。
【００８８】
　また、以下では、検索用パケットの通信後に設定される第３の送信パワーは、通常デー
タ通信時の第１の送信パワーと同じ送信パワーであるとして説明を行う。但し、第３の送
信パワーは、検索用パケットの通信時の第２の送信パワーよりも大きく、通常データ通信
時の第１の送信パワーよりも小さな送信パワーであってもよい。
【００８９】
　まず、機器ＤＥＶＸ（クレードル）は、例えば電源の投入後、ペアリングを行う場合に
は、送信パワーをＰＷ２（弱）に設定する（Ｓ１、Ｓ２）。そして、検索用パケットを送
信する（Ｓ３）。この検索用パケットは、パケットのペイロードに検索コマンド（サーチ
コマンド、ルックアップコマンド）が設定されたパケットである。
【００９０】
　機器ＤＥＶＹ（計測機器）は、この検索用パケットを受信すると、機器ＩＤを応答パケ
ットで送信する（Ｓ１１、Ｓ１２）。具体的には、機器ＩＤがペイロードに設定された応
答パケットを送信する。
【００９１】
　即ち、図３のようにクレードル１１０の近くに計測機器１００が存在する場合には、弱
い送信パワーＰＷ２であっても、計測機器１００は検索用パケットを受信することができ
、その応答パケットのペイロードに自身の機器ＩＤを設定して、クレードル１１０に返信
する。一方、クレードル１１０から遠い位置にある機器１０２は、送信パワーＰＷ２が弱
いため、検索用パケットを受信することはできず、機器ＩＤを返信することもできなくな
る。
【００９２】
　機器ＤＥＶＸ（クレードル）は、機器ＤＥＶＹ（計測機器）から機器ＩＤを含む応答パ
ケットを受信すると、送信パワーをＰＷ１（強）に設定する（Ｓ４、Ｓ５）。そして、機
器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、ペアリング処理用のパケットの通信処理を行って、ペアリング
のセッション確立処理を行う（Ｓ６、Ｓ１３）。具体的には、Ｓ４で受信した機器ＩＤに
基づいて、ユニークアドレスを設定する処理や、ペアリング操作を行うための画像を機器
の表示部に表示するための処理などを行う。そして、ペアリングが終了し、ペアリング相
手がお互いに登録されると、その後は、機器同士が近づくことで自動的に通信接続が行わ
れて、計測データ等の通常データの通信が可能になる。
【００９３】
　図６（Ａ）は、機器間で無線通信されるパケットのフォーマット例である。図６（Ａ）
のパケットは、プリアンブル、アドレス、パケット制御情報、ペイロード、ＣＲＣのフィ
ールドを有する。
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【００９４】
　プリアンブルは受信機の復調部が、入力されるビット列と同期をとるためのビット列で
ある。
【００９５】
　アドレス（識別情報）は、受信機用のアドレスであり、パケットの宛先判定用のアドレ
スである。このアドレスは、パケットの混信を防ぐためのパケット検出及び当該受信機が
受信すべきパケットであるかの判定に使用される。この宛先判定用のアドレスは、図２の
インターフェース部５８に設けられたレジスターに対して処理部６０が設定することで、
パケットのアドレスフィールドに設定されるようになる。
【００９６】
　パケット制御情報のフィールドは、パケットの制御に使用されるものであり、ペイロー
ド長、ＰＩＤ（Packet Identify）などのフィールドにより構成できる。
【００９７】
　ペイロードのフィールドには、機器間で通信されるデータ本体（アプリケーションデー
タ）や、処理部６０等の上位層が使用する各種の制御情報が設定される。ＣＲＣのフィー
ルドは、パケットの誤り検出用のフィールドである。
【００９８】
　図６（Ａ）のパケットにおいて、プリアンブル、アドレス、パケット制御情報、ＣＲＣ
のフィールドは、主に無線通信部１０（リンクコントローラー）により使用される。一方
、ペイロードのフィールドは、処理部６０等の上位層により使用される。
【００９９】
　そして本実施形態では図６（Ｂ）に示すように、通常データ通信用のパケット（アプリ
ケーションデータを転送するためのパケット）に対しては、パケットの宛先判定用アドレ
スとして、特定の機器を宛先として指定するユニークアドレスが設定される。これにより
、ペアリングにより紐付けされた機器間において、データを適正に送受信できるようにな
る。そして、この通常データ通信用のパケットは、前述のように、デフォルトの強い送信
パワーＰＷ１で送信されることになる。
【０１００】
　一方、図６（Ｃ）に示すように、図５のＳ３で送信される検索用パケットに対しては、
宛先判定用アドレスとして、特定の機器を宛先として指定しないグローバルアドレス（ブ
ロードキャストのアドレス）が設定される。これにより、ペアリングにより紐付けられた
特定の機器に限定されることなく、送信元の機器の周囲の機器に対して、検索用パケット
の検索コマンドを伝達できるようになる。そして、この検索用のパケットは、前述のよう
に、弱い送信パワーＰＷ２で送信される。従って、検索コマンドの伝達先が、送信元機器
の直ぐ近くの機器に限定されるようになり、意図しない機器に検索コマンドが伝達されて
しまう事態を抑制できる。
【０１０１】
　本実施形態では、図６（Ｃ）の検索用パケットの送信後に、図６（Ｄ）に示すように、
宛先判定用アドレスとしてグローバルアドレスが設定された通信設定用パケットの通信処
理を行う。この通信設定用パケットのペイロードには、ユニークアドレスや通信周波数が
設定されている。従って、図６（Ｄ）の通信設定用パケットによりユニークアドレスの設
定処理を行うことができる。これにより、図６（Ｂ）に示すように、通常データ通信時に
、ペアリングで紐付けられた機器同士でユニークアドレスを設定して、データを適正に送
受信できるようになる。
【０１０２】
　また図６（Ｄ）の通信設定用パケットは、図６（Ｃ）の検索用パケットとは異なり、Ｐ
Ｗ２よりも大きな送信パワーＰＷ１（第３の送信パワー）で送信される。このようにすれ
ば、図６（Ｃ）の検索用パケットで、ペアリング候補の機器が検索された後に、送信パワ
ーをＰＷ２からＰＷ１というように強くして、図６（Ｄ）の通常設定用パケットを送信で
きるようになる。そして、このように通信設定用パケットの送信時に送信パワーを強める
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ことで、ペアリングでの各種のセッション確立処理を、安定して実現することが可能にな
る。
【０１０３】
　３．３　詳細な処理例
　次に本実施形態の詳細な処理例について説明する。図７、図８は、ペアリング時におけ
る本実施形態の詳細な処理例を説明する通信シーケンス図である。
【０１０４】
　電源投入後等に、機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、まず、グローバルアドレスをレジスター
（図２のアドレス保持レジスター８４）に設定する（Ｓ２１、Ｓ３１）。
【０１０５】
　次に、機器ＤＥＶＸ（例えばクレードル）は、送信パワーを微弱なＰＷ２に設定する（
Ｓ２２）。そして、図６（Ｃ）に示すように宛先判定用アドレスに固定値のグローバルア
ドレスが設定された機器の検索用パケットＰＫＸ１を送信する。この検索用パケットＰＫ
Ｘ１のペイロードには、機器の検索コマンドが設定されている。
【０１０６】
　すると、機器ＤＥＶＸの直ぐ近くに存在する機器ＤＥＶＹが、この検索用パケットＰＫ
Ｘ１を受信して、機器ＩＤを含む応答パケットＰＫＹ１を返信する。この場合の応答パケ
ットＰＫＹ１も、宛先判定用アドレスに対してグローバルアドレスが設定されている。
【０１０７】
　図３を例に取れば、機器ＤＥＶＸはクレードル１１０であり、機器ＤＥＶＹは計測機器
１００である。クレードル１１０が、検索用パケットＰＫＸ１を送信すると、クレードル
１１０の直ぐ近くに位置する計測機器１００が応答パケットＰＫＹ１を返信する。具体的
には、計測機器１００の機器ＩＤがペイロードに設定された応答パケットＰＫＹ１を返信
する。
【０１０８】
　この時、送信パワーは微弱なＰＷ２に設定されているため、クレードル１１０から遠く
に位置する計測機器１０２が、応答パケットＰＫＹ１を返信することはない。従って、ペ
アリング時に意図しない機器が反応したり、混信が生じるのを防止できる。なお、機器Ｄ
ＥＶＹは、送信パワーを微弱なＰＷ２に設定して、応答パケットＰＫＹ１を返信してもよ
い。また、ここでは機器ＤＥＶＸがクレードル１１０であり、機器ＤＥＶＹが計測機器１
００である場合を例にとっているが、機器ＤＥＶＸが計測機器１００であり、機器ＤＥＶ
Ｙがクレードル１１０であってもよい。
【０１０９】
　次に、機器ＤＥＶＸは、送信パワーをＰＷ２からＰＷ１に切り替えて、送信パワーを強
くする（Ｓ２３）。これにより、搬送波が及ぶ範囲を広くなる。そして、ユニークアドレ
スの仮設定用のパケットＰＫＸ２を送信する。
【０１１０】
　このように本実施形態では、ペアリング処理の最初に行われるペアリング対象機器の検
索用パケットＰＫＸ１の通信時には、送信回路３０の送信パワーを微弱なＰＷ２に設定す
る。そして検索用パケットＰＫＸ１の通信後に、大きな送信パワーＰＷ１に設定して、ペ
アリング処理用のパケット（ＰＫＸ２、ＰＫＸ３、ＰＫＸ４等）を送信し、ペアリング対
象機器とのセッション確立処理等を行う。
【０１１１】
　ここで、ユニークアドレスの仮設定用のパケットＰＫＸ２は、図６（Ｄ）の通信設定用
パケットであり、その宛先判定用アドレスに対してはグローバルアドレスが設定されてい
る。また、パケットＰＫＸ２のペイロードにはユニークアドレスが設定されている。即ち
、機器ＤＥＶＹから受信したパケットＰＫＹ１に含まれる機器ＩＤに基づいてユニークア
ドレスが算出され、パケットＰＫＸ２のペイロードに設定される。このパケットＰＫＸ２
を受信した機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ２を返信する。この応答パケットＰＫＹ
２の宛先判定用アドレスには、グローバルアドレスが設定されている。
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【０１１２】
　このように本実施形態では、機器ＤＥＶＸ（処理部）は、検索用パケットＰＫＸ１を受
信した機器ＤＥＶＹが応答パケットＰＫＹ１を送信した場合に、応答パケットＰＫＹ１に
設定された機器ＩＤに基づいて、ユニークアドレスの設定処理を行う。
【０１１３】
　次に、機器ＤＥＶＸは、機器ＩＤに基づき算出されたユニークアドレスを、レジスター
（アドレス保持レジスター８４）に設定する（Ｓ２４）。機器ＤＥＶＹも、パケットＰＫ
Ｘ２のペイロードに設定されたユニークアドレスを、自身のレジスターに設定する（Ｓ３
２）。これにより、ペアリングによる紐付けが行われ、お互いにユニークアドレスを用い
て情報を交換できるようになる。
【０１１４】
　次に、機器ＤＥＶＸは、ユニークアドレスの確定設定用のパケットＰＫＸ３を送信し、
機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ３を返信する。これらのパケットＰＫＸ３、ＰＫＹ
３の宛先判定用アドレスには、Ｓ２４、Ｓ３２でレジスターに書き込まれユニークアドレ
スが設定されている。
【０１１５】
　このように本実施形態では、機器ＤＥＶＸ（処理部）は、ユニークアドレスの設定処理
として、ユニークアドレスがペイロードに設定された通信設定用のパケットＰＫＸ２を、
ペアリング対象の機器ＤＥＶＹに送信すると共に、レジスター（アドレス保持レジスター
）に対してユニークアドレスを書き込む処理（Ｓ２４）を行う。なお、機器ＤＥＶＸが、
使用する通信周波数を通信設定用のパケットのペイロードに設定して、ペアリング対象の
機器ＤＥＶＹに送信することで、通信周波数を変更することも可能になる。
【０１１６】
　次に、機器ＤＥＶＸは、ペアリング候補設定用のパケットＰＫＸ４を送信する。すると
、このパケットＰＫＸ４を受信した機器ＤＥＶＹは、その表示部に対して機器ＩＤの末尾
４桁を表示する。図３を例にとれば、計測機器１００の液晶表示部に対して機器ＩＤの末
尾４桁を表示する。そして機器ＤＥＶＹは応答パケットＰＫＹ４を返信する。これらのパ
ケットＰＫＸ４、ＰＫＹ４には、宛先判定用アドレスに対してユニークアドレスが設定さ
れている。
【０１１７】
　次に、図８に示すように、機器ＤＥＶＸは、グローバルアドレスの仮設定用のパケット
ＰＫＸ５を送信し、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ５を返信する。これらのパケッ
トＰＫＸ５、ＰＫＹ５の宛先判定用アドレスにはユニークアドレスが設定されている。そ
して、機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、デフォルトのアドレスであるグローバルアドレスをレ
ジスターに設定する（Ｓ２５、Ｓ３３）。
【０１１８】
　次に、機器ＤＥＶＸは、グローバルアドレスの確定設定用のパケットＰＫＸ６を送信し
、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ６を返信する。これらのパケットＰＫＸ６、ＰＫ
Ｙ６の宛先判定用アドレスにはグローバルアドレスが設定されている。
【０１１９】
　このように本実施形態では、１つの処理が終了する毎に、ユニークアドレスからグロー
バルアドレスの設定に戻すようにしている。こうすることで、処理が終了する毎にユニー
クアドレスによる紐付けを解除して、グローバルアドレスによるパケットの送信及び応答
により、次の処理を開始できるようになる。
【０１２０】
　次に、例えばペアリング候補機器となる複数の機器の中から、ユーザーが、自身が意図
する機器を選択したとする。例えば図３において、計測機器１００、１０２の両方がクレ
ードル１１０の直ぐ近くに位置していたとする。即ち、送信パワーが微弱なＰＷ２となる
範囲に、計測機器１００、１０２の両方が位置していたとする。すると、これらの計測機
器１００、１０２の両方が、ペアリング候補として検索される。このため、ユーザーが、
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これらの計測機器１００、１０２の中から、自身が意図する計測機器１００を選択するこ
とになる。
【０１２１】
　このような場合に、機器ＤＥＶＸは、ユニークアドレスの仮設定用のパケットＰＫＸ７
を送信し、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ７を返信する。これらのパケットＰＫＸ
７、ＰＫＹ７の宛先判定用アドレスにはグローバルアドレスが設定されている。そして、
機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、仮設定されたユニークアドレスをレジスターに設定する（Ｓ
２６、Ｓ３４）。
【０１２２】
　次に、機器ＤＥＶＸは、ユニークアドレスの確定設定用のパケットＰＫＸ８を送信し、
機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ８を返信する。これらのパケットＰＫＸ８、ＰＫＹ
８の宛先判定用アドレスにはユニークアドレスが設定されている。
【０１２３】
　次に、機器ＤＥＶＸは、ペアリング完了表示要求のコマンドがペイロードに設定された
パケットＰＫＸ９を送信する。すると、このパケットＰＫＸ９を受信した機器ＤＥＶＹは
、その表示部に対してペアリングが完了したことを知らせる表示を行う。
【０１２４】
　例えば図３において、計測機器１００、１０２の機器ＩＤの末尾４桁が、各々、「００
５０」、「００８０」であり、これらの計測機器１００、１０２が、クレードル１１０の
傍に位置し、検索用パケットＰＫＸ１が送信されたとする。
【０１２５】
　この場合には、図７のペアリング候補設定用パケットＰＫＸ４が、クレードル１１０か
ら計測機器１００、１０２に送信されることで、これらの計測機器１００、１０２の表示
部には、各々、「００５０」、「００８０」が表示されるようになる。また、ＰＣ２００
の表示部にも、ペアリング候補機器として「００５０」、「００８０」の計測機器が存在
することを示す検索結果画面が表示される。
【０１２６】
　そして、ユーザーは、ＰＣ２００の表示部に表示された検索結果画面において、自身が
ペアリングを所望する計測機器１００の機器ＩＤである「００５０」を選択する。すると
、ペアリング対象機器が、計測機器１００に確定し、図８のペアリング完了表示要求のパ
ケットＰＫＸ９が送信されることで、計測機器１００の表示部に、ペアリングが完了した
ことを示す画面が表示されるようになる。
【０１２７】
　次に、機器ＤＥＶＸは、グローバルアドレスの仮設定用のパケットＰＫＸ１０を送信し
、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ１０を返信する。これらのパケットＰＫＸ１０、
ＰＫＹ１０の宛先判定用アドレスにはユニークアドレスが設定されている。そして、機器
ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、グローバルアドレスをレジスターに設定する（Ｓ２７、Ｓ３５）
。
【０１２８】
　次に、機器ＤＥＶＸは、グローバルアドレスの確定設定用のパケットＰＫＸ１１を送信
し、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ１１を返信する。これらのパケットＰＫＸ１１
、ＰＫＹ１１の宛先判定用アドレスにはグローバルアドレスが設定されている。
【０１２９】
　このように本実施形態では、機器ＤＥＶＸ（処理部）は、ペアリング処理の終了時に、
レジスター（アドレス保持レジスター）に対してグローバルアドレスを設定する処理を行
う。即ち、ペアリング処理の終了時に、ユニークアドレスからグローバルアドレスの設定
に戻すようにしている。こうすることで、ペアリング処理が終了すると、ユニークアドレ
スによる紐付けが解除され、グローバルアドレスによるパケットの送信及び応答により、
次の通常データ通信処理等を開始できるようになる。
【０１３０】
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　図９は、通常データ通信時における本実施形態の詳細な処理例を説明する通信シーケン
ス図である。
【０１３１】
　まず、機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、グローバルアドレスをレジスターに設定する（Ｓ４
１、Ｓ５１）。そして、機器ＤＥＶＸは、ユニークアドレスの仮設定用のパケットＰＫＸ
１を送信し、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ１を返信する。これらのパケットＰＫ
Ｘ１、ＰＫＹ１の宛先判定用アドレスにはグローバルアドレスが設定されている。そして
、機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、仮設定されたユニークアドレスをレジスターに設定する（
Ｓ４２、Ｓ５２）。
【０１３２】
　このように本実施形態では、通常データ通信の開始時には、宛先判定用アドレスとして
グローバルアドレスが設定された通信設定用パケットＰＫＸ１、ＰＫＹ１の通信処理を行
っている。
【０１３３】
　次に、機器ＤＥＶＸは、ユニークアドレスの確定設定用のパケットＰＫＸ２を送信し、
機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹ２を返信する。これらのパケットＰＫＸ２、ＰＫＹ
２の宛先判定用アドレスにはユニークアドレスが設定されている。
【０１３４】
　次に、受信率の測定処理が行われ（Ｓ４３）、その受信率の測定結果に基づいて、通信
周波数の変更処理が行われる（Ｓ４４）。例えば、機器ＩＤグループの受信率が所定パー
セント未満（例えば８０パーセント未満）である場合には、後述の図１２（Ａ）、図１２
（Ｂ）で説明するように、その機器ＩＤグループが属する他の空きチャンネルの周波数に
、通信周波数を変更する。このようにすることで、混信状況の場合にも、所定データサイ
ズの計測データのダウンロードに要する通信時間を、所定時間内に収めることが可能にな
る。
【０１３５】
　次に、通常データ通信処理を行う（Ｓ４５）。図３を例にとれば、通常データである運
動データ等の計測データの通信処理を行う。そして、通常データ通信処理が終了すると、
機器ＤＥＶＸ、ＤＥＶＹは、グローバルアドレス、デフォルト周波数をレジスターに設定
する（Ｓ４６、Ｓ５６）。そして機器ＤＥＶＸは、グローバルアドレス、デフォルト周波
数の確定設定用のパケットＰＫＸｎを送信し、機器ＤＥＶＹは、応答パケットＰＫＹｎを
返信する。これらのパケットＰＫＸｎ、ＰＫＹｎの宛先判定用アドレスにはグローバルア
ドレスが設定されている。
【０１３６】
　さて、本実施形態では、図７に示すように検索用パケットＰＫＸ１の送信時に、送信パ
ワーを微弱なＰＷ２に設定して、搬送波の及ぶ範囲を制限することで、意図しない機器が
ペアリング候補として検索されてしまう事態を防止する手法を採用している。
【０１３７】
　しかしながら、このような手法を採用した場合にも、例えば図３のクレードル１１０の
周辺に、複数の計測機器が存在する場合があり、このような場合には、検索用パケットや
その応答パケットの通信処理において混信が生じるおそれがある。特に、検索用パケット
は微弱な送信パワーＰＷ２で送信されるため、雑音耐性が低く、混信が生じやすい。
【０１３８】
　そこで本実施形態では、図１０に示すように、検索用パケットに対する応答パケットの
応答時間（送信ウェイト時間）を、機器ＩＤに基づいて異ならせる手法を採用している。
【０１３９】
　例えば図１０において、機器ＤＥＶＸが検索用パケットＰＫＸ１を送信し、機器ＤＥＶ
Ｘの傍に位置する機器ＤＥＶＹが検索用パケットＰＫＸ１を受信したとする。すると、機
器ＤＥＶＹは、自身の機器ＩＤに基づいて応答時間を算出する（Ｓ６１）。即ち、機器Ｉ
Ｄの値に応じて異なる時間になるように、応答時間を算出する。そして機器ＤＥＶＹは、
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算出された応答時間が経過したか否かを判断し（Ｓ６２）、経過したと判断した場合に、
検索用パケットＰＫＸ１に対する応答パケットＰＫＹ１を送信する。この応答パケットＰ
ＫＹ１のペイロードには、前述したようにユニークアドレスを設定するための機器ＩＤが
設定されている。即ち、機器ＤＥＶＸは、機器ＩＤに応じて応答時間が異なる応答パケッ
トＰＫＹ１を、ペアリング対象となる機器ＤＥＶＹから受信して、ユニークアドレスの設
定処理を行う。
【０１４０】
　このようにすれば、機器の傍に複数の他の機器が存在する場合にも、これらの他の機器
からは、その機器ＩＤに応じて異なる応答時間で、検索用パケットに対する応答パケット
が返信されて来るようになる。従って、応答パケット等の通信処理における混信を低減で
きるようになる。
【０１４１】
　３．４　ＡＣＫの自動返信
　次に、無線通信部１０が行うＡＣＫの自動返信処理の詳細について説明する。
【０１４２】
　図１１（Ａ）に示すように、無線通信部１０は、相手機器の無線通信部１１からのパケ
ットを受信すると、パケットのＣＲＣ等をチェックして、パケットの受信に成功したか否
かを判断する。そして、受信に成功したと判断すると、相手機器の無線通信部１１に対し
て自動的にＡＣＫ（アクノリッジパケット）を返信して、パケットの受信に成功したこと
を処理部６０に通知する。例えば図２のインターフェース部５８に設けられたレジスター
等を用いて、パケットの受信の成功を処理部６０に通知する。このようにすれば、ＡＣＫ
の返信に処理部６０は関与しなくて済むようになるため、処理部６０の処理負荷の軽減等
を図れる。
【０１４３】
　一方、図１１（Ｂ）に示すように、無線通信部１０は、相手機器の無線通信部１１から
のパケットの受信に失敗したと判断した場合に、パケットの受信に失敗したことを、直ぐ
には処理部６０には通知しない。そして、無線通信部１０が、パケットの受信失敗時にＡ
ＣＫを返信しないことで、タイムアウトになると、相手機器の無線通信部１１は、同じパ
ケットＰＫＴをリトライで再送して来る。すると、無線通信部１０は、再送されて来たパ
ケットＰＫＴの受信に成功したか否かを判断する。
【０１４４】
　そして、無線通信部１０は、パケットの受信に所与の回数だけ失敗した場合に、パケッ
トの受信に失敗したことを処理部６０に通知する。この所与の回数は、例えば処理部６０
が、図２のインターフェース部５８に設けられたレジスタに対して予め書き込んでおくこ
とで、設定される。
【０１４５】
　このように無線通信部１０は、パケットの受信に失敗した場合にも、直ぐには受信の失
敗を処理部６０に通知せずに、所与の回数だけ失敗した場合に初めて、受信の失敗を処理
部６０に通知する。このようにすれば、処理部６０は、受信の失敗が通知されるまでの間
、他の処理を行うことが可能になり、処理部６０の処理負荷の軽減等を図れるようになる
。
【０１４６】
　そして本実施形態では、前述の図７のＳ２２に示すように、ペアリング処理の開始時に
送信パワーを微弱なＰＷ２に設定して、検索用パケットＰＫＸ１を送信する。この場合に
、送信パワーが微弱になることで、雑音耐性が低くなる。このため、機器の傍に複数の他
の機器が存在する場合には、混信が生じ易い状況になる。従って、図１１（Ｂ）に示すよ
うに、パケットの通信に失敗して、パケットの再送処理が繰り返し行われる事態が生じや
すい。
【０１４７】
　しかしながら、本実施形態では、検索用パケットＰＫＸ１はシングルパケットであるた
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め、図１１（Ｂ）のようなパケットの再送処理が繰り返されても、それほどの通信の時間
的なロスは生じないようになる。
【０１４８】
　そして、このようにして送信パワーを微弱なＰＷ２にして検索用パケットＰＫＸ１の送
信が行われた後は、図７のＳ２３に示すように送信パワーがＰＷ２からＰＷ１に切り替わ
り、ペアリング処理用のパケットの送信処理が行われる。このように、高い送信パワーＰ
Ｗ１に切り替えることで、雑音耐性が高くなり、図１１（Ｂ）に示すような再送処理が行
われる確率も低くなる。そして、大多数のペアリング処理用のパケットは、このような大
きな送信パワーＰＷ１で送信されるため、シングルパケットの検索用パケットＰＫＸ１の
通信において、再送処理による通信の時間的なロスが生じたとしても、ペアリング処理の
全体としての再送処理による通信の時間的なロスについては、最小限に抑えることが可能
になる。
【０１４９】
　更に、本実施形態では、パケットに宛先判定用アドレスのフィールドを設け、この宛先
判定用アドレスに対して、機器ＩＤに基づき生成されたユニークアドレスを設定している
。従って、物理的には混信状況になっていても、宛先判定用アドレスにユニークアドレス
を設定することで、この混信状況をソフトウェアー的に排除できるようになる。従って、
再送処理による通信の時間的なロスを更に低減することが可能になる。
【０１５０】
　３．５　機器ＩＤに基づく通信周波数の設定
　本実施形態では、２．４ＧＨｚ付近の周波数帯域の通信周波数を用いて無線通信を行っ
ている。しかしながら、近くの場所に位置する複数の機器が、同じ通信周波数で無線通信
を行うと、混信が生じ易くなってしまう。
【０１５１】
　そこで本実施形態では、各機器の機器ＩＤに基づいて、各機器が使用する通信周波数を
設定する手法を採用している。具体的には、各機器の機器ＩＤに基づいて、使用する通信
周波数を設定し、機器ＩＤに基づきグループ分けされる第１～第Ｎの機器グループの各機
器グループに対して、第１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数を割り当てる。そして、第
１～第Ｎの通信周波数の各通信周波数で、検索用パケット等のパケットの通信処理を行う
ようにしている。
【０１５２】
　例えば図１２（Ａ）は、機器ＩＤに基づいて、第１～第８の機器グループ（広義には第
１～第Ｎの機器グループ）へのグループ分けが行われている。第１～第８の機器グループ
は、図１２（Ａ）のチャンネル番号１～８に対応する。
【０１５３】
　そして、これらの第１～第８の機器グループに対して、第１～第８の通信周波数（広義
には第１～第Ｎの通信周波数）が割り当てられる。図１２（Ａ）を例に取れば、第１の機
器グループ（チャンネル番号＝１）に対しては、第１の周波数＝２４０２ＭＨｚが割り当
てられ、第２の機器グループ（チャンネル番号＝２）に対しては、第２の周波数＝２４０
４ＭＨｚが割り当てられる。第３～第８の機器グループも同様である。
【０１５４】
　この場合に、各機器が、第１～第８のいずれの機器グループに属するかは、機器ＩＤに
基づいて決定する。具体的には、機器ＩＤを８で除算した時の余りに基づいて、第１～第
８のいずれの機器グループに属するかを決定している。例えば、図１２（Ａ）において、
「A mod B」と表記されるｍｏｄ関数は、ＡをＢで除算した時の余りを示す関数である。
従って、機器ＩＤを８で除算した時の余りが「０」になる機器は、第１の機器グループに
属し、その通信周波数は２４０２ＭＨｚに設定される。また、機器ＩＤを８で除算した時
の余りが「１」になる機器は、第２の機器グループに属し、その通信周波数は２４０４Ｍ
Ｈｚに設定される。他の第３～第８の機器グループについても同様である。
【０１５５】
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　このように、機器ＩＤに基づいて機器をグループ分けして、通信周波数を設定すれば、
近くの場所に複数の機器が存在する場合にも、通信周波数がグループ分けされることで、
混信の発生を効果的に抑制できるようになる。
【０１５６】
　更に本実施形態では、図９のＳ４３、Ｓ４４等で説明したように、受信率の測定結果に
基づいて、各機器グループに割り当てられる通信周波数を変更することで、混信の発生の
更なる低減を実現している。
【０１５７】
　例えば図１２（Ｂ）において、デフォルト時には、第１～第８の機器グループに対して
、２４０２、２４０４・・・・２４１６ＭＨｚの通信周波数が割り当てられている。そし
て、この時の受信率が測定され、受信率が所定パーセント未満（例えば８０パーセント未
満）である場合には、通信周波数を変更するスキャン処理が行われる。例えば第１の機器
グループの通信周波数は、２４０２ＭＨｚから、２４２２や２４４２や２４６２ＭＨｚに
変更される。第２の機器グループの通信周波数は、２４０４ＭＨｚから、２４２４や２４
４４や２４６４ＭＨｚに変更される。他の第３～第８の機器グループについても同様であ
る。
【０１５８】
　このような通信周波数の変更処理を行うことで、通信の混信状況に応じた最適な通信周
波数で各機器が無線通信を行うことが可能になり、無線の通信品質の向上等を図れるよう
になる。
【０１５９】
　４．電子機器
　図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）に、本実施形態の無線通信装置５００、５１０を含む電子
機器の基本的な構成例を示す。なお本実施形態の電子機器は図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）
の構成に限定されず、その構成要素の一部を省略したり、他の構成要素を追加するなどの
種々の変形実施が可能である。
【０１６０】
　図１３（Ａ）の電子機器は、無線通信装置５００、電源部５０２、検出装置５０４、セ
ンサー５０６を含む。この構成の電子機器により、例えば図３の計測機器１００などの機
器を実現できる。
【０１６１】
　無線通信装置５００は、アンテナＡＮＴからの信号の受信処理や、アンテナＡＮＴへの
信号の送信処理を行う。検出装置５０４は、センサー部５０６（物理量トランスデューサ
）からのセンサー信号に基づいて種々の検出処理（物理量の検出処理）を行う。例えばセ
ンサー信号から所望信号を検出する処理を行って、Ａ／Ｄ変換後のデジタルデータを出力
する。センサー部５０６は、例えば脈拍センサー、煙センサー、光センサー、人感センサ
ー、圧力センサー、生体センサー、或いはジャイロセンサーなどにより実現される。電源
部５０２は、無線通信装置５００、検出装置５０４等に電源を供給するものであり、例え
ば乾電池（コイン電池等）やバッテリーなどを用いて電源を供給する。
【０１６２】
　図１３（Ｂ）の電子機器は、無線通信装置５１０、電源部５１２、インターフェース部
５１４を含む。この構成の電子機器により、例えば図３のクレードル１１０などの機器を
実現できる。
【０１６３】
　無線通信装置５１０は、アンテナＡＮＴからの信号の受信処理や、アンテナＡＮＴへの
信号の送信処理を行う。電源部５１２は、無線通信装置５１０等に電源を供給するもので
あり、例えばＡＣ電源やインターフェース部５１４を介してホスト５１６から給電される
電源（例えばＵＳＢのＶＢＵＳ給電）などを用いて、無線通信装置５１０等に電源を供給
する。インターフェース部５１４は、電子機器と外部のホスト５１６との間のインターフ
ェース処理を行うものであり、例えばＵＳＢ等により実現される。
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【０１６４】
　なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記
載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換え
ることができる。また無線通信装置、電子機器の構成、動作も本実施形態で説明したもの
に限定に限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【０１６５】
ＡＮＴ　アンテナ、ＰＡ　パワーアンプ、ＬＮ　低ノイズアンプ、
１０　無線通信部、２０　物理層回路、２２　シンセサイザー部、
３０　送信回路、３２　送信信号生成部、３４　フィルター部、３６　変調部、
４０　受信回路、４２　ミキサー部、４４　フィルター部、４６　復調部、
５０　リンク層回路、５２　リンクコントローラー、５４　送信バッファー、
５６　受信バッファー、５８　インターフェース部、
６０　処理部、８０　記憶部、８２　レジスター部、８４　アドレス保持レジスター、
１００、１０２　計測機器、１１０　クレードル、２００　ＰＣ、
３００　ネットワーク、４００　サーバーシステム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１３】
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